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今回のニュースレターは、書籍の

ご紹介も兼ねて配置転換について

お話ししたいと思います。  

最近、比較的小規模の会社におけ

る問題社員に関するご相談や事件

を受けることが結構あります。その

問題社員のために、他の社員が退職

したいと言っているとか、職場がギ

クシャクしているといった話もよ

く聞きます。事業所がいくつかある

ような会社であれば配置転換を試

みるなどして、他の人との相性や仕

事の適性をみることが可能ですが、

事業所がひとつしかない会社では

そういうわけにもいきません。この

ようなケースでは対応に非常に苦

慮します。  

日本では解雇が非常に厳しく制

限されている一方、配置転換につい

ては比較的緩やかに認められてき

ました。多少問題がある社員であっ

ても解雇して社外で新しい職を探

してもらうわけにいきませんし、会

社としては当該社員に合った職場

を探して配置しなければなりませ

んので、配転命令が権利濫用とされ

るケースはあまり多くはありませ

んでした。実務上も、配置転換につ

いては、結構強気のアドバイスをす

ることも多かったと思います。  

しかし、これも変わりつつあるよ

うです。  

今年の 9 月に「類型別労働関係訴

訟の実務」という書籍が出版されま

した。東京地裁労働部の裁判官が共

同で執筆したもので、労働紛争の類

型別に、労働関係紛争のルールを整

理して、できるだけ客観的に、分か

りやすく説明したものだそうです。

東京地裁労働部の裁判官が書いた

ものですので、裁判官がどのように

考えているかのヒントを得るため

に、私も時々参照しています。  

この書籍の配置転換に関する記

載の中で以下のような記載があり

ます。  

「育児・介護休業法 26 条の配慮

義務の定めや、労契法 3 条 3 項に理

念規定が設けられたこと等の立法

動向、ワーク・ライフ・バランスの
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社会的要請の高まりを踏まえ、今後

は、配転命令の権利濫用判断におけ

る『通常甘受すべき程度を著しく超

える』か否かの基準は、『仕事と生

活の調和』の方向へ修正されていく

ことが予想されるとの指摘がある

（菅野 689 頁）。このような立法動

向ないし社会的要請の下では、従前、

裁判所において、通常甘受すべき程

度の範囲内と評価されてきた転勤

に伴う家庭上の不利益（単身赴任に

よる妻子との別居等）について、使

用者が社会の変容（女性の社会進出、

夫婦共働き、夫の育児参加、夫婦や

家族の一体性、単身赴任に対する国

民意識の変化）に伴う十分な配慮を

していないと評価される場合には、

通常甘受すべき程度を著しく越え

るとされる余地もあり得よう。この

点を問題とする裁判例の蓄積が望

まれる。」（類型別 219～220 頁）  

配置転換権は会社の重要な権利

ですし、正当な理由なく配転命令を

拒まれるのは困りますが、総合職で

あれば会社の命令でどこでも行く

のが当たり前、単身赴任も当たり前

といった感覚で対応すると、権利濫

用とされてしまうこともあり得ま

す。そういった会社側の立場から一

方的に対応するのではなく、労働者

側の事情もよく聞き、労働者側の不

利益をなくす、あるいは緩和するた

めの方法はないか等を具体的に話

し合い、検討する必要があると思い

ます。  

使用者側労働事件を扱っている

弁護士としては、配置転換という方

法をとりづらくなることは辛いと

ころです。このところ、法改正、働

き方改革をはじめ会社に対する規

制が厳しくなっており、会社として

も選択肢が限られたり、有期契約等

による雇用調整がしにくくなった

りしていると思います。雇用のミス

マッチというのはどうしても生じ

てしまうものであり、ミスマッチの

状態を長く続けることは労使とも

に良くないことだと思います。現在

では弁護士間の交渉であったり、労

働審判がミスマッチ解消の機能を

担っていると思いますが、これにも

限界があるので、やはり雇用の流動

性を高める法制度の整備が望まれ

るところです。  
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